
有害性情報がない
（不明な）物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又はばく露
限界値が示されて

いる危険・有害な物質

自主管理が
困難で有害性が

高い物質

現在の労働安全衛生関係法令における化学物質管理の体系

●衛生基準（義務）

・局排等による発散
抑制等

・保護具の備え付け

●製造、使用等の禁止

【８物質】

●製造許可【７物質】

●特化則, 有機則等
【123物質】

●ラベル表示義務

●SDS 交付義務

●ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ義務

【674物質】

●ラベル表示努力義務

●SDS 交付努力義務

●ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ努力義務

個別管理
物質

自
主
管
理
物
質

作業態様等から
高いリスクあり【国のリスク評価】

・有害性評価
・ばく露評価

指針による指導
【報告物質中 １５物質】
（ばく露防止措置等を指導）

※ 微生物を用いた試験において突然変異を引き起こす性質。変異原性試験は、化学物質の発がん性のスクリーニング試験等として利用されている。

学識経験者の意見

新規化学物質の届出（届出化学物質）
事業者による変異原性（※）の調査の実施・結果の国への届出

【報告物質 ７５１物質】
（年間約７００物質以上、累計約３万物質）

【有害物ばく露作業報告】
（作業内容、製造・取扱い量等を事業者が報告）

審議会への報告
（意見の内容）

届出化学物質等のうち
変異原性のある物質

約
７
万
物
質

石綿等
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